
条件付き一般競争入札の公告について 

 

下記の案件について、条件付き一般競争入札を執行するので、北山村財務規則（平成５年

規則第５号）第 72条の規定により公告します。 

 

  令和 2年 10月 21日 

北山村長 山口 賢二  

 

１．入札に付する事項等 

（１）件  名  国保北山村診療所 体組成計及び運動機能分析装置購入 

（２）納入場所  北山村 地内 

（３）納入期間  ９０日間 

（４）概  要  体組成計及び運動機能分析装置購入 各１台 

（５）開札日時  令和 2年 11月 11日 午前 10時 

（６）開札場所  北山村立村民会館 

（７）仕 様 書  別添のとおり 

（８）制限価格  なし 

（９）入札保証金 なし 

（10）契約保証金 免除 

（11）代金の支払 納品完了及び検査合格後、適法な請求書を受理してから 30日以内に支

払う 

（12）入札の形式 郵便による入札（以下、「郵便入札」という。）とし、北山村郵便入札

実施要領によるものとする。なお、実施要領中「産業建設課」は「住民福祉課」に読

み替えるものとする。 

（13）入札書の提出期限 令和 2年 11月 10日 

 

２．入札参加資格要件 

 本案件の入札に参加できる者は、次の要件をすべて満たす者とする。 

（１）本公告日現在、北山村入札参加資格者名簿に登録されている者で、営業品目「医療

用機器類」に登録のある者 

（２）本公告日現在、和歌山県内に主たる営業所（本社・本店等）又は従たる営業所（支

店・営業所等）を有し、当該営業所が入札参加資格者名簿に登録されている者 

（３）物品の納入を遂行し、修理等の対応が迅速に可能な者 

（４）国もしくは地方自治体から指名停止の措置を受けていない者 

（５）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項の規定に該当しな

い者 



（６）法人の構成員および取引先に、北山村暴力団排除条例（平成 23年条例第 18条）に

規定する暴力団員もしくは暴力団員等が含まれていないこと。 

 

３．入札参加の手続き 

（１）入札参加申請 一般競争入札参加申請書および応札仕様書を郵送により 1 部提出し 

てください。 

 

提 出 先 〒647-1603 和歌山県東牟婁郡北山村大字大沼４２番地 

北山村役場 住民福祉課（電話 0735－49－2331） 

申請期限 令和 2年 10月 30日 17時まで 

 

（２）入札参加資格の決定 

入札には、入札参加資格審査の結果、資格を有すると認められる場合に参加できま

す。 

資格を有していない場合のみ令和 2年 11月 4日までに書面で通知します。 

 

（３）応札仕様書 

納入予定の物件が、本仕様書に示した規格及び性能等に適合するものであることを

確認するため、入札参加申請期限までに応札仕様書を提出してください。なお、応札

仕様書の提出がない場合、又は仕様が不適合の場合は資格を有しないものとし（２）

により通知します。 

 

（４）入札書の提出 

既定の入札書を用い、実施要領に定める形式による郵送方法により提出すること 

提 出 先 〒647-1603 和歌山県東牟婁郡北山村大字大沼４２番地 

北山村役場 住民福祉課（電話 0735－49－2331） 

入札期限 令和 2年 11月 10日 17時必着 

一般書留または簡易書留にて郵送すること。 

なお、入札額の内訳の分かる資料を同封すること。 

 

４、その他 

（１）入札書記載金額 

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当す

る額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方小委税に係る課税

業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相



当する金額を入札書に記載してください。 

 

 

（２）落札者の決定 

予定価格の範囲内の価格で最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とします。 

ただし、落札となるべき同価格の入札をしたものが二社以上あるときは、くじ引きに

より落札者を決定します。 

入札結果の通知は落札者のみとします。 

 

（３）入札時の注意事項 

 ①入札参加申請後であっても、入札を辞退できます。この場合は書面により届け出てく

ださい。 

 ②入札にあたっては関係法令を遵守してください。 

 ③入札で落札者が出ない場合、1回に限り再入札を行います。再入札においても落札者が

ない場合、予定価格と最低入札者の価格の差が僅少の時は、最低入札者と協議のうえ

随意契約を締結する場合があります。 

 

（４）仕様書に関する質問及びその解答 

①仕様書等について質問がある場合は、様式自由の質問書により下記まで提出してくだ

さい。 

②提出期限 令和 2年 10月 30日 17時まで 

③提 出 先 北山村役場住民福祉課 kitafuku@vill.kitayama.lg.jp 

④回  答 令和 2 年 11 月 4 日 17 時までに全入札参加申請者へメール等で送付しま

す。 


